
 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜民法改正で成年年齢が１８歳に！今後の注意点について＞ 

 民法が改正され、今年の４月１日より、１８歳の誕生日を迎えます

と「成人」となります。そのため、今年の４月１日時点では２０歳未

満であっても、すでに１８歳になっていれば「成人」と認められるこ

とになりました。下表１は、この民法改正で「１８歳になったらでき

ること」をまとめたものです。併せて「２０歳にならないとできない

こと」もまとめましたので参照ください。 

 ＊表１：成年年齢の引き下げによる「できること」について＊ 

１８歳になったらできること ２０歳にならないとできないこと 

① 親の同意がなくても契約ができる 

  例えば…携帯電話の契約、ローンを組む、ク

レジットカードをつくる、一人暮らしの部屋

を借りる 等 

② １０年友好のパスポートを取得する 

③ 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免

許などの国家資格を取る 

④ 女性の結婚可能年齢が１６歳から１８歳に

引き上げられ、男女とも１８歳で結婚可能に 

⑤ 性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更

審判を受けられる 

※普通自動車免許の取得は従来と同様、「１８歳

以上」で取得可能 

① 飲酒をする 

② 喫煙する 

③ 競馬・競輪・オートレース・競艇の投票権（馬

券など）を買う 

④ 養子を迎える 

⑤ 大型・中型自動車運転免許の取得 

  ※大型自動車運転免許の取得は２１歳以上 
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 「１８歳になったらできること」の内、重要な変更点は「親の同意が無くても一人で契約が

できる」ことです。つまり、インターネット等での高額の買い物や契約、キャッチセールスで

の悪意ある契約などについて、本人が契約した後に親が取り消すことができなくなります。高

等部３学年に在学中からこういった契約トラブルに巻き込まれてしまう可能性がありますの

で、本人が不当な契約をしないように親や支援者が常に注意する必要があります。 

企業等に就労する際の雇用契約では、親の同意を不要としている企業が増えているとのこと

です。障害福祉サービスの利用契約も本人のみとの契約となるため、親はあくまでも確認とし

て契約書類に署名・捺印することになるとのことです。親が代理人として契約に加わることが

多い未成年（１８歳未満）とは全く違う状況となりますので、御家庭の中でも「一人で契約が

できること」について話題にしていただきたいと思います。特に最近はスマートフォンやタブ

レットのクリックのみで契約ができることが増えています。知らぬ間の契約トラブルを防ぐた

めにも、普段からスマートフォンやタブレットの使用ルールを決めて利用履歴確認をしておく

と安心です。 

 契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等の御相談で、どこに相

談してよいか分からない場合には、全国共通の電話番号「消費者ホットライン」１８８番を御利

用ください。身近な消費生活相談窓口を案内してもらえます。 

 

都立光明学園校長 田村 康二朗 

担当：支援部進路指導 



＜秋の新作スイーツ等を販売中！１０月の出張販売予定について＞ 

 北棟２階職員室前ホールにて、１０月も下表２のとおり出張販売を実施

します。放課後に本校にお立ち寄りの際は、ぜひ売り場まで足を運んでいた

だけますと幸いです。商品購入の際は販売員に本日のおススメなどをぜひ

御確認いただき、自分好みの素敵な商品を購入ください。 

 ＊表２：１０月の出張販売予定について＊ 
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

 ３ まもりやま工房  ４ まごの手便  ５ かみよん工房 ６ 渋谷まる福 ７  

１０  １１ ワークイン翔 １２ はーとあーす世田谷 １３  １４  

１７  １８ 下馬福祉工房 １９ 白梅福祉作業所 ２０ 渋谷まる福 ２１  

２４  ２５  ２６ はーとあーす世田谷 ２７  ２８ まごの手便 

３１      

 ※出張販売を行わない日程は灰色で塗りつぶしています。御承知おきください。 
 

＜想いは「天井」を突き抜けて！訪問大学おおきなき「ＹｏｕＴｕｂｅ発表会」について＞ 

 自宅での生涯学習支援に取り組んでいます訪問大学おおきなきより、「日頃の学習の様子をＹ

ｏｕＴｕｂｅ動画で発表しました」とのお知らせが届きました。４年に一度行う予定だった２０

２１年の第 2 回文化祭がコロナ禍のために延期となり、今回のＹｏｕＴｕｂｅ発表会の実施と

なったそうです。この発表会では、学生１０名の学習の様子を見ることができます。１名約４分

の写真や動画となっています。以下のＵＲＬもしくは「訪問大学おおきなき ＹｏｕＴｕｂｅ発

表会」を検索ください。 【ＹｏｕＴｕｂｅ動画のＵＲＬ】 https://youtu.be/ylVDHzDoGIs 

ちなみに、訪問大学おおきなきは４年制で、卒業後、希望者は＜生涯学習コース＞に進んでい

ます。表題にある「天井」は、学生がベッドの上や車いすから見ている世

界の象徴とのことで、学生自身の力だけでは、見える世界を変えることが

難しい状況です。訪問大学おおきなきの支援者は、この「天井」の向こう

に広がる世界の多くの人に学生一人一人の想いが届いて欲しいと考えて

います。学生各自に合った方法で想いを表現している様子を、ぜひ視聴く

ださい。 
 

＜障害者と企業のための無料相談窓口が多摩地区にオープンします！＞ 

 公益財団法人東京しごと財団より、来月１０月に「障害

者雇用就業サポートデスク多摩」を開設するとの案内が届

きました。相談利用の詳細は下表３を御確認ください。併

せて、右ＱＲコードからも詳細情報が確認できますので御

活用ください。職業紹介は行っていませんが、障害者手帳の有無や障害

の種別は問わず、匿名での相談も可能とのことです。相談利用を希望さ

れる場合は事前予約が必要ですので、下記まで直接御連絡ください。 

 ＊表３：障害者雇用就業サポートデスク多摩について＊ 

相談開始日 令和４年１０月３日（月） 

利用時間 
９：００～１７：００（月・水・金曜日のみ） 

※土日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）はお休み 

対応内容 来所相談や資料の閲覧など、専門の相談員が相談に応じます 

利用方法 事前予約制＜TEL：０３－５２１１－５４６２＞ 

住所 立川市柴崎町３－９－２ 東京しごとセンター多摩３階 

アクセス ＪＲ立川駅南口より徒歩４分、多摩都市モノレール立川南駅より徒歩１分 

〇問合せ先：公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 企画普及係 

      担当：鈴木・長島  TEL：０３－５２１１－２６８１ 

 
 



＜参加費無料！訪問カレッジ「学びの実り アート＆ミュージックミュージアム」について＞ 

 文部科学省の令和４年度「学校卒業後における障害者の学びの支援に関す

る実践研究事業」の一環として、１１月下旬に、医療的ケアの必要な重度障

害者の学びの成果を発表する文化祭が３日間開催されます。訪問型生涯学習

支援等に取り組む団体による展示や支援機器体験、フォーラム・シンポジウ

ムが行われる予定です。詳細は下表４及び別途配布しています開催案内チラ

シを御確認ください。この文化祭では、会場参加が難しい方でもオンライン

で参加できる見学やお仕事体験もありますので、興味のある方はぜひ御参加ください。 

＊表４：訪問カレッジ「学びの実り アート＆ミュージックミュージアム」について＊ 

開催日 令和４年１１月２５日（金）～２７日（日）の３日間 

会 場 
パシフィコ横浜 ノース２Ｆ ガーデンラウンジＢ・Ａ・Ｃ 

（〒２２０－００１２ 神奈川県横浜市西区みなとみらい１－１－１） 

内 容 

◆展示部門：訪問カレッジの学生の作品や学びを紹介します 

◆支援機器体験部門：障害児者の遊びや学びを支援する機器を体験できます。 

◆第３回医療的ケア児者の生涯学習を推進するフォーラム： 

 学生発表、エプソン「ファンタスカ―体験会」、シンポジウム 

※オンラインで展示見学、フォーラム等の参加が可能です（要事前申込）。 

主 催 

重度障害者・生涯学習ネットワーク 

※特別支援学校などを卒業後、障害や病気のために通所施設等の毎日の利用が難しい

１８歳以上の方の御自宅等を学習支援員が訪問して、生涯学習に取り組む団体によ

り、平成２９年１２月２５日に発足（令和４年６月１日現在、１２団体が所属）。 
 

＜１０月１日から３１円アップ！東京都の最低賃金額について＞ 

 今月１日から最低賃金額が改訂され、時間額が１，０７２円になりました。

これは前年比で３１円アップしています。この最低賃金とは、働くすべての人

に賃金の最低額を保証する制度です。この制度は、年齢やパート・学生アルバ

イトなどの働き方の違いに関わらず、全ての労働者に適用されます。右ＱＲコ

ードからは最低賃金に関する特設サイトを確認することができます。ぜひアートフォンや携帯

で自分の地域の最低賃金を御確認ください。また、保護者控室横のラックに最低賃金の案内チ

ラシを入れています。来校の際に御確認ください。 
 

＜港区民は要チェック！「ヒューマンぷらざまつり」について＞ 

 港区立障害保健福祉センターより、今年度の「第２２回ヒューマンぷ

らざまつり」（以下、ぷらざまつり）開催の案内が届きました。ぷらざま

つりの詳細は下表５を参照ください。また、ぷらざまつり開催のポスタ

ーを北棟１階に掲示していますので、来校の際にぜひ御確認ください。 

 ＊表５：第２２回「ヒューマンぷらざまつり」について＊ 

テーマ 
障害のある人もない人も手をつなぎ地域との交流をより深く 

～心のバリアフリーをめざして～ 

開催日時 令和４年１０月３０日（日）１０時～１５時 

会 場 港区立障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ） 住所：港区芝１－８－２３ 

内 容 

オープニングセレモニー（エントランス前：１０時から）、車いす体験（１階）、模擬

店（芝生広場）、作品展示・販売（５階・６階）、ふれあいステージ（６階多目的体育

室）、バザー（ＪＲ側通路）、スタンプウォーキング 

備 考 
・各階に案内役として手話ボランティアがいます。 

・駐車場は利用できませんので、公共の交通機関等を御利用ください。 

〇問合せ先：港区立障害保健福祉センター 

TEL：０３－５４３９－２５１１、FAX：０３－５４３９－２５１４ 
 



＜ＹｏｕＴｕｂｅで事業紹介！国立障害者リハビリテーションセンターからのお知らせ＞ 

 国立障害者リハビリテーションセンターから、自立支援局で実施している障害福祉サービス

の事業内容紹介について YouTube 動画を公開しているとのお知らせが届きました。概要は下

表６を御確認ください。興味のある方はぜひ動画を視聴ください。 

 ＊表６：自立支援局の事業紹介の概要について＊ 

公開期間 令和４年１０月３日（月）～令和５年２月２８日（火） 

限定公開ＵＲＬ https://youtu.be/_ShAdNF0x60 

公開内容 

①国立障害者リハビリテーションセンター概要説明、②自立訓練（機能訓練・

視覚）、③自立訓練（機能訓練・肢体）（施設入所支援を含む）、④自立訓練

（生活訓練）、⑤就労移行支援（発達障害支援室を含む）、⑥就労移行支援（養

成施設）、⑦自動車訓練、⑧施設入所支援（東西宿舎）※各１０分程度の内容 

〇問合せ・御意見等の連絡先： 

国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局 総合相談支援部 総合相談課 

TEL：０４－２９９５－３１００（内線：２２１１～２２１５） 

FAX：０４－２９９２－４５２５（総合相談課直通） 

 


